
横浜町地域おこし協力隊募集要項 

 

募集概要 横浜町は、本州最北端の下北半島の玄関口に位置する人口 4，291 人（令

和４年４月１日現在）のまちです。 

主要産業は漁業・農業の第一次産業となっており、漁業ではホタテを

はじめとした多くの海産物に恵まれており、なかでも平成 27 年に地域団

体商標に登録された「横浜なまこ」は陸奥湾の珍味として人気を博して

います。また、農業ではじゃがいもや長芋の生産に力を入れており、じ

ゃがいもの一部は大手メーカーのポテトチップスとして全国へ売り出さ

れています。 

町一番の観光資源は５月に町全体で咲き誇る菜の花となっており、毎

年行われる菜の花フェスティバルには多くの観光客が訪れます。 

本町では、これらの地域資源を活かし、魅力あるまちづくりに取り組

んできましたが、就職や進学で若者が都市圏へ流出し、人口減少・少子

高齢化が進んでおり、人口と地域力の維持が課題となっています。 

そこで、意欲のある地域外からの人材を受入れ、横浜町の地域資源等

の魅力を再発見し、地域の方々と一緒になって町外へ発信していただけ

る方を募集します。 

 

業務内容 ●企画部門 

 ・地域おこし業務 

① 日常業務・町のホームページやＳＮＳでの情報発信、問合せ対応 

② 地域おこしに関する業務 

③ その他町の広報活動に関する業務 

募集対象 ・申し込み時点で、３大都市圏又は地方都市等(過疎、山村、離島、半島

などの条件不利地を除く)に在住し、採用後に横浜町へ住民票を異動し

て移住できる方 

・年齢が令和５年４月１日時点で、満 20 歳以上の方 

（性別、未婚・既婚を問いません。） 

・普通自動車運転免許を有し、日常的に利用されている方 

・パソコンの一般操作ができる方 

・心身ともに健康で地域になじむ意志を有し誠実に活動できる方 

・地域の活性化に深い知識と熱意を有し積極的に活動できる方 

・地域おこし協力隊として活動期間終了後に横浜町へ定住し、就業しよ

うとする意欲を持っている方 

・地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方 

 



募集人数 若干名 

勤務地 横浜町役場 

勤務時間 ・週 35 時間勤務（原則として、8時 30 分から 16 時 30 分まで） 

※業務内容等により変更となる場合があります。 

 

休日・休暇 ・土曜日、日曜日、国民の祝日、12 月 29 日から 1月 3日までの間 

※勤務の都合により休日の出勤があります。 

・勤務日数に応じ年次休暇あり。 

雇用形態・期間 ・一般職の会計年度任用職員として採用されます。 

・任用期間は、採用の日から 2024 年 3 月 31 日（以降１年単位で更新可能、

最長 3 年間まで）※採用の日は、協議のうえ決定します。 

・地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、雇用期間中

であってもその職を解くことができるものとします。 

給与・賃金等 ・報酬 月額 180,000 円 ※期末手当、時間外手当別途支給。 

・詳細については横浜町地域おこし協力隊任用規則による。 

・隊員に公務のための旅行を命じた場合は、横浜町職員等の旅費に関する

条例の規定に準じて旅費を支給します。 

・協力隊の活動及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内

で支給します。 

待遇・福利厚生 ・社会保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

・住居については、町内の住宅を町が準備します。 

※光熱水費は自己負担となります。 

・協力隊の活動に要する車両は専用の公用車又は私用車の借上げとなりま

す。 

※燃料費は自己負担となります。 

その他 ・横浜町までの引越し費用（交通費含む）、生活備品等の経費については

自己負担となります。 

申込受付期間 随時受付（定員に達した場合は、募集を締め切ります。） 

 



審査方法 選考審査については、申し込み受け付け後、順次実施します。 

 

１．第１次選考審査 

書類選考 応募用紙に必要事項を記入し提出してください。 

・提出書類 

① 応募用紙   ②住民票 １通 

③普通自動車運転免許証のコピー 

※第１次選考の結果は、受付後２週間程度で文書により通知します。 

・提出方法 郵送または持参 

・提出先、問い合せ先 

〒039-4145 

     青森県上北郡横浜町字寺下 35 番地 

     横浜町役場 企画財政課 宛 

     ℡：0175－78－2111（内線 332） 

 

２．第２次選考審査 

面接選考 

日程については、第１次選考審査日後、ご相談させていただきます。 

※第２次選考の結果は、文書で通知します。 

・応募のために必要な費用（交通費、郵便料等）は応募者の負担とな

ります。 

・提出された書類はお返しいたしません。ら     

 ↓  ↓  ↓  

（参考）募集対象における地方公務員法第１６条の規定について 

 (欠格条項) 

第十六条  

次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競

争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経

過しない者 

四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑

に処せられた者 

五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


